
チョイソコとよあけ運行計画対照表 

第３期 第４期 
(P.2) 

 豊明市では、６５歳以上の割合は増加傾向にある。また、多くの人が自動

車を利用しているが、年齢を重ねるとともに運転に不安を感じる人が増えて

おり、運転免許証の自主返納数も増えている。このような高齢者や障がい者

などお出かけに不自由を感じている人たちに対して、チョイソコとよあけが

日常生活における移動手段として機能し得るものであるか検証を行う。 

 

 

(P.3) 

２ 停留所 

 

 

 

 

 

 

(P.6) 

（２）事業者停留所 

 ・事業者停留所とは、チョイソコとよあけに協賛いただける豊明市内また

は市外のうち市境から 500ｍ以内に存在する事業者施設に設置する停留

所とする。 

 

 

 

 

(P.2) 

 豊明市では、６５歳以上の割合は増加傾向にある。また、多くの人が自動

車を利用しているが、年齢を重ねるとともに運転に不安を感じる人が増えて

おり、運転免許証の自主返納数も増えている。このような高齢者や障がい者

などお出かけに不自由を感じている人たちに対して、チョイソコとよあけ（以

下「チョイソコ」という。）が日常生活における移動手段として機能し得るも

のであるか検証を行う。 

 

(P.3) 

２ 停留所 

 

 

 

 

 

 

 

(P.6) 

（２）事業者停留所 

・事業者停留所とは、チョイソコに協賛いただける豊明市内または市外の

うち市境から 500ｍ以内に存在する事業者施設に設置する停留所をいう。 

 

  

 

 

豊明市内にチョイソコの乗降できる場所として、下記のとおり停留所を

設置する。なお、停留所以外での乗降は、不可とする。 

（１）住宅地停留所 

（２）事業者停留所 

（３）公共施設停留所 

（４）墓地・公園停留所 

豊明市内にチョイソコとよあけの乗降できる場所として、下記のとおり

停留所を設置する。なお、停留所以外での乗降は、不可とする。 

（１）住宅地停留所 

（２）事業者停留所 

（３）公共施設停留所 

資料４ 



▼表４ 事業者停留所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▼表４ 事業者停留所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(P.7) 

▼図２ 市内の事業者停留所 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(P.7) 

▼図２ 市内の事業者停留所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(P.8) 

（３）公共施設停留所 

 ・公共施設停留所とは、市内公共施設のうち、下記施設とする。 

 

 

 

(P.8) 

 ・事業者停留所の設置を希望する事業者は、毎月５日までに申込み等の手

続きを行うことで、翌月１日より停留所を設置することができる。 

▼図３ 事業者停留所設置までのスケジュール例 

 

 

 

 

 

 

 ・事業者停留所の廃止を希望する事業者は、９月または３月（以下「廃止

月」という。）に停留所廃止の手続き等を行うことで、翌廃止月をもって

停留所を廃止することができる。 

▼図４ 事業者停留所廃止までのスケジュール例 

 

 

 

 

 

 

 

（P.9） 

（３）公共施設停留所 

・公共施設停留所とは、市内公共施設のうち、下記施設に設置する停留所

をいう。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(P.10) 

（４）墓地・公園停留所 

 ・墓地・公園停留所とは、目的の多様化による利用者の増加、高齢者及び

障がい者の外出促進を検証するため、本市が管理している「墓地」、ウォ

ーキングコース及び駐車場が整備されている「公園」に設置する停留所

をいう。 

・墓地・公園停留所については、第４期実証実験においては事業者停留所

と同様の取り扱いとする。 

▼表６ 墓地・公園停留所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(P.11) 

▼図６ 市内の墓地・公園停留所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(P.9) 

・（略） 

▼図７ 市内のチョイソコ停留所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(P.12) 

・（略） 

▼図７ 市内のチョイソコ停留所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(P.10) 

３ 移動ルール 

 

 

 

 

 ・実証実験においては、高齢者及び障がい者の日常生活における移動手

段としての機能及び既存公共交通への影響を検証するため、住宅地停

留所、事業者停留所、公共施設停留所間の移動ができるものとする。 

 

 ・（略） 

 ・沓掛エリア内の停留所（住宅地、事業者）と市南西部の事業者停留所

間の移動については、チョイソコとよあけの運行効率を考慮し、スギ

薬局二村台店または豊明市役所においてチョイソコとよあけ同士の

乗り継ぎを行う。 

 ・沓掛エリア内の停留所（住宅地、事業者）と前後駅周辺の事業者停留

所間の移動については、既存公共交通の利用促進及びチョイソコとよ

あけの運行効率を考慮し、スギ薬局二村台店または豊明市役所におい

て「チョイソコとよあけ－名鉄バス」間の乗り換えを行う。 

 ・（略） 

 

 

 

 

 

 

 

(P.13) 

３ 移動ルール 

 

 

 

 

・実証実験においては、高齢者及び障がい者の日常生活における移動手

段としての機能及び既存公共交通への影響を検証するため、住宅地停

留所、事業者停留所、公共施設停留所、墓地・公園停留所間の移動が

できるものとする。 

 ・（略） 

 ・沓掛エリア内の停留所（住宅地、事業者、墓地・公園）と市南西部の

事業者停留所間の移動については、チョイソコの運行効率を考慮し、

スギ薬局二村台店または豊明市役所においてチョイソコとよあけ同

士の乗り継ぎを行う。 

 ・沓掛エリア内の停留所（住宅地、事業者、墓地・公園）と前後駅周辺

の事業者停留所間の移動については、既存公共交通の利用促進及びチ

ョイソコの運行効率を考慮し、スギ薬局二村台店または豊明市役所に

おいて「チョイソコ－名鉄バス」間の乗り換えを行う。 

 ・（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用者は、住宅地停留所、事業者停留所、公共施設停留所の各停留所間

の移動ができるものとする。ただし、住宅地停留所間の移動は同一エリ

アのみに限る。（以下、略） 

利用者は、住宅地停留所、事業者停留所、公共施設停留所、墓地・公園

停留所の各停留所間の移動ができるものとする。ただし、住宅地停留所

間の移動は同一エリアのみに限る。（以下、略） 



 

(P.11) 

▼図５ チョイソコの移動ルール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(P.14） 

▼図８ チョイソコの移動ルール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(P.15) 

 

 

 

 

 

・実証実験は、道路運送法第２１条第２項に基づく乗合旅客運送（区域運

行とし、区域は豊明市全域）とする。道路運送法第２１条第２項に基づ

く実証実験の申請期間としては、２０１９年１０月１日から２０１９年

１２月１７日までを第３期として行う。 

・第４期以降の運行については、公共交通会議において、道路運送法第２

１条第２項による実証実験の延長（運行内容変更による実証実験も含

む。）、道路運送法第４条による本格運行、別の運行形態の導入等を協議

し、それに基づく運行計画を策定し、空白期間を設けず継続的に運行す

るものとする。 

（P.14） 

 

 

 

 

 

 

・（略） 

・検証結果を基にそれ以降の運行計画（第４期の運行計画の修正も含む。）

案を策定し、豊明市地域公共交通会議に諮るものとする。 

 

(P.18) 

 

 

 

 

 

・実証実験は、道路運送法第２１条第２項に基づく乗合旅客運送（区域運

行とし、区域は豊明市全域）とする。道路運送法第２１条第２項に基づ

く実証実験の申請期間としては、２０２０年１月６日から２０２０年３

月３１日までを第４期として行う。 

・第５期以降の運行については、公共交通会議において、道路運送法第２

１条第２項による実証実験の延長（運行内容変更による実証実験も含

む。）、道路運送法第４条による本格運行、別の運行形態の導入等を協議

し、それに基づく運行計画を策定し、空白期間を設けず継続的に運行す

るものとする。 

(P.22) 

 

 

 

 

 

 

・（略） 

・検証結果を基にそれ以降の運行計画（第５期の運行計画の修正も含む。）

案を策定し、豊明市地域公共交通会議に諮るものとする。 

 

チョイソコとよあけの第３期実証実験期間は、2019 年 10 月１日（火）

から 2019 年 12 月 27 日（金）までとする。以降の運行については、

公共交通会議で協議のうえ、次期運行計画を定めることとする。 

チョイソコとよあけの第４期実証実験期間は、2020 年１月６日（月）

から 2020 年３月 31 日（火）までとする。以降の運行については、公

共交通会議で協議のうえ、次期運行計画を定めることとする。 

第３期の実証実験を終了する 2019 年 12 月 27 日までのデータを用い

て第４期の運行中にチョイソコ部会において検証を行う。検証結果を基

にそれ以降の運行計画案を策定し、豊明市地域公共交通会議に諮るもの

とする。 

第４期の実証実験を終了する 2020 年３月 31 日までのデータを用いて

第５期の運行中にチョイソコ部会において検証を行う。検証結果を基に

それ以降の運行計画案を策定し、豊明市地域公共交通会議に諮るものと

する。 



 


